
生駒市友好都市交流事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市民が友好都市における人的、文化的な交流を目的とし

て活動した際の費用の一部に対し、予算の範囲内において生駒市友好都市交

流事業補助金を交付することについて、生駒市補助金等交付規則（平成２０

年１０月生駒市規則第１９号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるも

のとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(1) 友好都市 生駒市と友好都市を締結した奈良県吉野郡上北山村、福井

県敦賀市及び生駒市と観光物産交流友好都市を締結した兵庫県南あわじ

市をいう。 

(2) 宿泊費 宿泊料金、宿泊施設で発生する飲食費及び宿泊に伴う諸雑費

（カラオケ店、ゲームセンター、ボウリング場その他の娯楽施設での飲

食費は除く。）をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、補助金交付申請日において小学生以

上の者で、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）の規定により本市の

住民基本台帳に登録されているものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、同項に規定する要件に該当しない者で

あっても、特別の事情があると認めるときは、補助金の交付の対象となる者

とすることができる。 

（補助事業） 

第４条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、次の

各号に掲げる分野に関し、宿泊を伴う友好都市での活動とする。 

(1)  教育、歴史、文化及びスポーツ等による交流 



(2)  農業、物産、観光等の視察や体験及び研修等 

(3)  交流対象地域にて開催されるイベントへの参加 

(4)  その他、市長が特に必要と認めるもの 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助

事業に要する経費のうち、友好都市に存する宿泊施設（以下「宿泊施設」と

いう。）に宿泊した際の宿泊費とする。 

２ 補助金の交付の対象となる宿泊は、宿泊施設における宿泊（宿泊費の支払

を伴うものに限る。）で、次の各号のいずれにも該当しないものとし、１会

計年度当たり、１人につき１泊とする。 

(1) 政治的活動、宗教的活動、出張、帰省その他前条各号に掲げる補助事

業以外の目的で訪れる際に伴う宿泊 

(2) その他市長が不適当と認める施設における宿泊 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費の２分の１の額（その額に、１００円未

満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とし、１人２，５００円を上

限とする。 

 ２ 前項の規定において、その経費に係る市以外からの補助がある場合は、

当該宿泊費からその補助額を差し引いた個人負担額までを補助対象とする。 

 （交付申請の受付期間等） 

第７条 補助金の交付申請の対象となる宿泊日の期間は、各年度の４月１日か

ら翌年２月末日までとする。 

 ２ 補助金の交付申請の受付は、先着順に行うものとする。 

 ３ 受付期間中に受け付けた申請に係る補助金の申請金額が予算の範囲を

超えたときは、予算の範囲を超えた日に受け付けたもので抽選を行う。 

（補助金の交付申請等） 

第８条 補助金の交付を申請しようとする者（以下「申請者」という｡）は、



生駒市友好都市交流事業補助金交付申請書（様式第１号）を、宿泊開始日か

ら起算して３日前（市役所の閉庁日は、日数に含まない｡)までに市長に提出し

なければならない。 

２ 補助金の交付を受けようとする者が未成年者である場合は、当該未成年者

が法定代理人と共に宿泊する場合を除き、申請書に法定代理人の同意書を添

付しなければならない。ただし、市長が、その必要がないと認める場合はこ

の限りではない。 

（補助金の交付決定等） 

第９条 市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、その内容を審

査し、適当と認めるときは、生駒市友好都市交流事業補助金交付決定通知書

（様式第２号）により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、補助金の交付をすることが適当でないと認めるときは、生駒市友

好都市交流事業補助金不交付決定通知書（様式第３号）により申請者に通知

するものとする。 

（補助金の交付の条件） 

第１０条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、次の各号に掲げ

る条件を付するものとする。 

(1) 補助金をその目的以外に使用してはならないこと。 

(2) 補助対象経費の支払を宿泊終了日の属する会計年度内に完了すること。 

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難

となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けるこ

と。 

（補助金の変更承認及び通知） 

第１１条 第９条第１項の通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）

が、補助金交付の決定の通知を受けた後の事情の変更により、この補助金

申請書の交付申請の内容を変更しようとするときは、生駒市友好都市交流

事業補助金変更承認申請書（様式第４号）を提出しなければならない。 



２ 市長は、前項の変更承認申請を受理したときは、その内容を審査し、適

当と認められる場合は、生駒市友好都市交流事業補助金変更承認通知書（様

式第５号）により補助事業者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第１２条 補助事業者は、宿泊終了日（宿泊施設での宿泊を終え、当該宿泊施

設を出発する日をいう。以下同じ。）の翌日から起算して３０日以内に、生

駒市友好都市交流事業補助金実績報告書（様式第６号）に次の各号に掲げる

書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 宿泊施設の領収書 

(2) 前号の領収書の内訳（宿泊人数、各人の費用等）がわかるもの 

(3) 活動の内容がわかる書類 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 市長は、補助事業者が宿泊終了日の翌日から起算して３０日以内に、前項

に規定する実績報告書を市長に提出しなかった場合は、補助金の交付の決定

を取り消すものとする。 

（補助金交付額の確定） 

第１３条 市長は、前条第１項の規定による実績報告書の提出があったときは、

その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに

付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、生

駒市友好都市交流事業補助金確定通知書（様式第７号）により補助事業者に

通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第１４条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けて補助金の交付を受け

ようとするときは、生駒市友好都市交流事業補助金交付請求書（様式第８号）

により速やかに市長に請求しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付す

るものとする。 



（交付の決定の取消し） 

第１５条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき

は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。 

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。 

(3) 自らの責めに帰すべき事情により補助事業を中止し、又は廃止したと

き。 

(4) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

(5) 市長の指示に従わないとき。 

(6) その他関係法令に違反したとき。 

２ 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後

においても適用があるものとする。 

（補助金の返還） 

第１６条 市長は、前条の規定により交付の決定の全部又は一部を取り消した

場合において、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に返還を命

ずるものとする。 

（書類の整備及び保管） 

第１７条 補助事業者は、補助事業の遂行状況に関する書類及び帳簿等の関係

書類を補助金を交付した日の属する会計年度の翌年度から起算して１年間

保存しなければならない。 

（施行の細目） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則  

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年５月１日から施行する。 

（この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和１０年３月３１日限り、その効力を失う。 



（生駒市友好都市宿泊補助金交付要綱の廃止） 

３ 生駒市友好都市宿泊補助金交付要綱（令和２年４月１日施行）は、廃止す

る。 

附 則  

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則  

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則  

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 



様式第１号（第８条関係）  

 

生駒市友好都市交流事業補助金交付申請書  

 

年   月   日  

生駒市長  様  

住   所  

申請者  氏   名   

電話番号  

E - m a i l 

 

生駒市 友好都 市交流事 業補助金 交付 要綱 第８ 条 第 1 項 の 規定に よ り、補 助金 の交 付を受 け

たいの で、下 記のとお り申請し ます。  

なお、申請に当 たり、市 の職員が 交付に必 要な内 容に関し 、私の 住 民基 本台 帳を 閲覧す る

ことに 同意し ます。  

記  

活動の内容  

□教育、歴史、文化及びスポーツ等による交流  

□農業、物産、観光等の視察や体験及び研修等  

□交流対象地域にて開催されるイベントへの参加  

□その他（                  ）  

宿泊年月日  年  月  日（  ）～  月  日（  ）   泊   

宿泊施設名   

宿泊施設所在地   

 

氏 名  住 所  生 年 月 日  

１       年   月   日  

２       年   月   日  

３      年   月   日  

４       年   月   日  

５       年   月   日  

補助金交付申請額  

円  

※補助 金の交 付を受け ようとす る者が未 成年者 である場 合は、法定代 理 人と共 に 宿泊した

場合等 を除き 、法定代 理人の同 意書（任 意様式 ）を添付 し てくだ さい。  



様式第２号（第９条関係）  

 

                                年    月    日   

                     様   

                                           生駒市長  

 

生駒市友好都市交流事業補助金交付決定通知書 

  

      年    月    日付けで申請のあった生駒市友好都市交流事業補助金に

ついて、生駒市友好都市交流事業補助金交付要綱第９条第１項の規定により、下

記のとおり交付することに決定したので通知します。  

記  

１  補助金の交付決定額は、金       円とする。 

２  この補助金の補助対象経費は、生駒市友好都市交流事業補助金交付申請書に

記載の参加予定の事業に要する経費のうち、生駒市友好都市交流事業補助金交

付申請書に記載の宿泊施設に宿泊した際の宿泊費とする。 

３  補助金の確定額は、補助対象経費の２分の１の額（その額に、１００円未満

の端数があるときは、これを切り捨てた額）とし、１人２，５００円を上限と

する。 

４ 補助金の交付の条件は次のとおりとする。 

(1) 補助金をその目的以外に使用してはならないこと。  

(2) 補助対象経費の支払を宿泊終了日の属する会計年度内に完了すること。  

(3) 補助事業を中止・変更する場合においては、生駒市友好都市交流事業補助

金変更承認申請書を市長に提出し、市長の承認を受けること。  

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難とな

った場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。  

(5) 生駒市友好都市交流事業補助金交付要綱の規定に違反した場合は、交付決

定を取り消し、補助金の返還を求める。  

(6) 補助事業の遂行状況に関する書類及び帳簿等の関係書類は、補助金を交付

した日の属する会計年度の翌年度から起算して１年間保存すること。  

 



 

様式第３号（第９条関係） 

 

                                年   月   日  

 

                   様  

  

                                                   生駒市長  

 

  

 

生駒市友好都市交流事業補助金不交付決定通知書 

  

年   月   日付けで申請のあった生駒市友好都市交流事業補助金について、生

駒市友好都市交流事業補助金交付要綱第９条第２項の規定に基づき補助することが

適当でないと認められますので通知します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第４号（第１１条関係） 

 

年  月  日 

生駒市長 様 

 

 

住  所 

申請者 氏  名  

電話番号 

E-mail 

 

生駒市友好都市交流事業補助金変更承認申請書 

 

 

年  月  日付け   第   号にて通知のあった生駒市友好都市交流事業補助金

の交付決定について、次の通り変更したいので、承認されたく、生駒市友好都市交

流事業補助金交付要綱１１条第 1 項の規定により申請します。 

 

記 

 

 

１ 補助金の名称   生駒市友好都市交流事業補助金 

 

２ 交付決定額        金         円  

 変更後交付申請額     金         円  

 

３ 変更の理由及び内容 



 

 

様式第５号（第１１条関係） 

 

年  月  日 

 

              

             様  

 

 

 

 

生駒市友好都市交流事業補助金変更承認通知書 

 

 

 

  年   月  日付けで申請のあった生駒市友好都市交流事業補助金変更承認

申請書について、生駒市友好都市交流事業補助金交付要綱第１１条第２項の規定に

基づき下記のとおり、変更交付することに決定したので通知します。 

 

 

 

記 

 

 

 

 

 

１ 変更前の交付決定額       金            円 

 

２ 変更後の交付決定額       金            円 

 

 



 

様式第６号（第１２条関係） 

  

生駒市長  

住  所 

申請者 氏  名               

電話番号 

E-mail 

  

生駒市友好都市交流事業補助金実績報告書  

  

で補助金決定通知があった補助事

業について、下記のとおり実施したので、生駒市友好都市交流事業補助金交付要綱

第１２条第１項の規定により、その実績を報告します。  

記  

活動の内容 

□教育、歴史、文化及びスポーツ等による交流 

□農業、物産、観光等の視察や体験及び研修等 

□交流対象地域にて開催されるイベントへの参加 

□その他（                  ） 

宿泊年月日 （ ）～      （ ）  泊  

宿泊施設名  

 

宿 
 
 

 
 

泊 
 
 

 

者 
氏      名 住                    所 生 年 月 日 

１               

２      

３     

４     

５    

添付書類 

（1）宿泊施設の領収書（原本又は写し） 

（2）宿泊人数と各人の宿泊料金のわかるもの 

（3）活動の内容がわかる書類 

（4）その他市長が必要と認める書類等 



 

様式第７号（第１３条関係）  

                                                   

  年   月   日  

 

                    様  

 

                                                  生駒市長  

 

 

生駒市友好都市交流事業補助金確定通知書 

 

  年    月    日付け   第    号で交付決定した生駒市友好都市交流事

業補助金について、生駒市友好都市交流事業補助金交付要綱第１３条の規定によ

り、下記のとおり確定したので通知します。  

 

                     記 

 

 

 補助金確定額     金            円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第８号（第１４条関係）  

 

年   月   日  

  

生駒市長  様  

  

申請者 住 所 

氏 名                          

電話番号  

E-mail 

  

生駒市友好都市交流事業補助金交付請求書  

  

年   月   日付け   第   号で交付額確定の通知を受けた生駒市

友好都市交流事業補助金を交付されたく、生駒市友好都市交流事業補助金交付

要綱第１４条第 1 項の規定により、下記のとおり請求します。  

  

記  

  

１ 交 付 確 定 額    金                  円  

２ 請 求 金 額     金                   円  

３ 振 込 口 座  

  

金融機関名  銀行          支店  

預 金 種 別  普通（総合） ・ 当 座     

口 座 番 号    

フ リ ガ ナ    

口座名義人    

 


